
令和６年度 気象に関する警報が発令された場合の措置

1

なお、上記1～5のいずれの場合もマチコミメールで連絡し

ます。（防災無線での連絡は行いません。）

学校にいる場合に警報が発令されたら、状況に応じて下校ま

たは学校待機とします。下校の場合はバス停までできるだけ

迎えに来てください。(徒歩・自転車通学の児童生徒は、学校

までお迎えをお願いします。)バスで下校せず、学校待機させ

る場合は、緊急の下校時刻の１時間以内を目安にお迎えに来

てください。

※

曽爾村立曽爾小中学校

※この日は給食があります。下校時刻は曜日により違います。

3 午前８時以降も引き続き警報が発令されている場合は、休校

になります。

4

5  気象警報が発令されていなくても、台風接近等暴風雨のため

登校に危険があると判断した場合は自宅待機としたり、また、

警報発令前の早期に下校させることもありますので、ご理

解・ご協力をお願いします。

2  午前８時までに解除された場合は、9時30分までに登校します。

 午前６時３０分現在「曽爾村」に警報が発令されている場合は

自宅待機になります。※気象警報は市町村別に発令されます。

【バス通学】 山粕、伊賀見ともに　8時35分発(1便)・9時10分発(2便)

【徒歩・自転車通学】 9時30分までに登校してください。


